
日 時 令和８年 ２月 １３日（金）
13：00～ （受付12：30～）

場 所 竹田市総合文化ホール (グランツたけた）

会場：キナーレ

講演会 『今増えています、成年後見制度』
～わたしと身近な方のこれからに備えて～

講師：弁護士法人 太聞法律事務所

代表弁護士 籾倉 了胤（もみくら のりかず）氏
（経歴～高野山真言宗僧侶、厚労省老健局勤務）

13:00～14:40

1４:50～1６:２0

イ．利光法律事務所 ロ．司法書士渡辺久哉事務所

ハ．権利擁護支援センターたけたねっと 二．竹田市地域包括支援センター

ホ．竹田市権利擁護・成年後見支援センター

（特設相談窓口）

お問い合わせ 電話 0974-63-1551  FAX 0974-63-1050

〒８７８－００１１ 竹田市大字会々１６５０番地（竹田市総合社会福祉センター内）

竹田市社会福祉協議会 竹田市権利擁護・成年後見支援センター（担当：高野、池部）

※ご相談は予約制。先着１０組程度 １組３０分 (詳しくは裏面にて）

成年後見セミナー
第一部

どなたでもご参加

いただけます！講演会はお申込み不要

第二部

・頼れるご家族等なく、
今後のことが心配

・認知症などでお金の
管理が不安・・・

相談会は予約制です（無料）

主催：竹田市権利擁護・成年後見支援センター 共催：竹田市

よくわかる

と

成年後見セミナー

『暮らしの心配ごと相談会』

『暮らしの心配ごと相談会』

たもん



第２部 『暮らしの心配ごと相談会』

～ご予約方法について～

★ご相談のご予約は、お電話にてお受けいたします。
◎ご氏名

◎ご住所
◎ご連絡先

◎ご相談内容（簡単に） を、お伝えください

※ご相談内容によって、当日の対応窓口を調整いたします。

０９７４ ‐ ６３ ‐ １５５１
竹田市社会福祉協議会

竹田市権利擁護・成年後見支援センター

（担当：高野、池部 まで）

～ご予約期間～
令和８年１月 ５日（月）～
令和８年１月３０日（金）まで

・家族が認知症で、生活や
お金の管理などが心配…

・成年後見人になったら、
どのようなことをするのか…

・障がいのある子どもの
将来が不安…

・消費者被害、遺言…

★ご相談内容～たとえば・・・

(ご希望の窓口、ご希望の先生等がございましたら伺います）

２月 １０日（火）


